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１．はじめに 
環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する

環境基準（以下、「水質環境基準生活環境項目」という。）については、化学的酸

素要求量（ＣＯＤ）、全窒素、全燐等、現在 12 項目が定められている。 

これまでの法制度に基づく施策及び地方公共団体や事業者等の取組により、激

甚な水質汚濁を克服してきたが、水環境が良好でないと感じている国民は依然と

して多い。これからの水環境の保全・再生の取組に当たっては、近年の国民のニ

ーズの多様化や社会情勢の変化を踏まえると、これまでの公害対策の側面のみな

らず、健全な水循環系の確保を含め、より望ましい形で、水環境の改善を進めて

いくことが求められている。 

水質環境基準生活環境項目は、利水目的（又は利水障害）に対応した水質のレ

ベルを目標値としてこれまで定められてきたが、これに加え、地域の視点を踏ま

えた望ましい水環境像を反映させるため、それぞれの地域特性に応じた目標につ

いても検討を進める必要がある。その際には、水環境の構成要素である水質、水

量、水生生物、水辺地の視点を含めた目標の導入について検討していく必要があ

る。 

一方、内湾や湖沼等の閉鎖性水域での水質改善は未だ十分ではない状況にあり、

水域によっては、貧酸素水塊の発生等により水利用や水生生物の生息等に障害が

生じている状況にある。 

こうした状況を踏まえ、新たな望ましい水環境の状態を表す指標として底層溶

存酸素量及び透明度に着目し、良好な水環境の実現に向けた施策を効果的に実施

するため、水質環境基準生活環境項目の見直しについて検討した。 
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２．生活環境項目としての環境基準の設定の検討について 

（１）これまでの経緯 

底層溶存酸素量及び透明度の指標については、これまで以下のような指摘等が

なされている。 

 

「海域の窒素及び燐に係る環境基準等の設定について（答申）」（平成５年６月

中央公害対策審議会）では、今後の課題として、「透明度や底層の溶存酸素量につ

いての目標値の導入、有機汚濁指標についての検討等を含め、海域の環境基準に

ついて幅広い観点から検討を加えつつ、海域環境の状況をより的確に表しうる指

標及び評価方法の検討を続けていく必要がある」と指摘がなされた。 

 

「湖沼環境保全制度の在り方について（答申）」（平成 17 年 1 月中央環境審議会）

では、湖沼の水環境の適切な評価の補助指標として「地域住民の理解を促進し、

施策への参加が容易となる施策目標から評価までの体系を構築するため、湖沼の

水環境の評価については、従来の水質環境基準項目を基本に置きつつ、地域住民

にも分かりやすい補助指標を設けて活用することが適切である。具体的には、湖

沼の利用目的等の特性に応じて、透明度又は透視度、植物プランクトンの指標と

なるクロロフィルａ、底層のＤＯ（溶存酸素）、利水の観点からのカビ臭物質

（2-MIB、ジェオスミン）、生物指標などが考えられる。」と指摘がなされた。 

 

「閉鎖性海域中長期ビジョン」（平成 22 年３月今後の閉鎖性海域対策に関する

懇談会）では、新たな水質目標として「貧酸素水塊による生物への影響を軽減し、

良好な水環境の実現に向けた施策を効果的に実施するためには、底層においてＤ

Ｏに係る目標を設定する必要があると考えられる。他方、生物の再生産のみなら

ず水質の浄化等に重要な役割を担っている藻場の保全・再生に向けては、透明度

を指標とした目標を設定する必要があると考えられる。また、透明度は、良好な

水環境であるかを市民が体感しやすい指標であり、親水利用の観点からも必要な

指標であると考えられる。このため、底層ＤＯ及び透明度を新たな指標として目

標値を設定することを提案する。」と指摘がなされた。 

 

「第７次水質総量削減の在り方について（答申）」（平成 22 年３月中央環境審議

会）では、今後の課題として、「水生生物の生育・生息や、必要に応じてその持続

的な利用も考慮した閉鎖性海域の環境改善に向けて、広く水生生物（特に底生生

物）の生息に影響を与える主要な要素の一つと考えられる底層ＤＯ及び水生植物

の生育などや親水環境の要素も併せて示す透明度について、閉鎖性海域中長期ビ

ジョンでの検討を出発点として、環境基準化を見据えた検討を行うことが必要で

ある。」と指摘がなされた。 
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「今後の水環境保全の在り方について」（平成 23 年３月今後の水環境保全に関

する検討会）では、閉鎖性海域の水質改善については、「「第７次水質総量削減の

在り方について」を踏まえ、今後とも、各種汚濁負荷削減対策、干潟・藻場の保

全・再生等により、水質総量削減を着実に推進していくとともに「閉鎖性海域中

長期ビジョン」での検討を踏まえ、広く水生生物（特に底生生物）の生息に影響

を与える主要な要素の一つと考えられる底層ＤＯ及び水生植物の生育などや景観

的な要素もあわせて示す透明度の環境基準化に向け検討を進めることが必要であ

る。」と指摘がなされた。 

また、湖沼の水環境改善については、「「地域の観点」を踏まえ、国民の実感

にあった分かりやすい目標となるように、例えば底層ＤＯや透明度といった新た

な水質指標を設定することが重要である。」と指摘がなされた。 

 

「第４次環境基本計画」（平成 24 年 4 月閣議決定）では、「底層における水生生

物の生息、水生植物の生育への影響、新たな衛生微生物指標などに着目した環境

基準等の目標について調査検討を行い、指標の充実を図る。」とされた。 

 

以上のような、これまでの指摘等を踏まえ、平成 25 年８月に環境大臣から中央

環境審議会会長に対し、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直

しについて」の諮問がなされた。 

 

（２）今回の検討事項 

１）水質環境基準生活環境項目における課題 

水質環境基準生活環境項目が最初に設定されてから 40 年以上が経ち、この間、

環境基準を達成するために水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、湖沼

水質保全特別措置法等に基づく各種施策が総合的に進められてきたところである。 

ＣＯＤ、全窒素及び全燐の環境基準は環境水中の酸素を消費する有機汚濁物質

及び富栄養化をもたらす栄養塩類の指標として設定され、負荷削減のための排水

基準・総量規制基準としての設定とあわせて、環境水の状況を表しつつ対策と結

びつける役割を担ってきた。全国の公共用水域におけるＣＯＤ、全窒素及び全燐

の環境基準達成率は年々上昇傾向にあり、ＣＯＤ、全窒素及び全燐の環境基準は

水質改善のために大きな役割を果たしてきたところである。 

一方で、貧酸素水塊の発生や藻場・干潟等の減少、水辺地の親水機能の低下等

の課題が残されており、水生生物の生息環境や水辺地の親水機能などを評価する

には、従来の汚濁負荷削減を中心とした水質汚濁防止対策の効果を把握するため

に指標としているＣＯＤ、全窒素、全燐のみでは不十分であり、新たな指標が必

要とされるところである。 

こういった状況を踏まえ、これまで規制対象となっていた有機汚濁物質、窒素

及び燐だけでなく、水生生物の生息への影響等を直接判断できる指標や国民が直
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感的に理解しやすい指標など、環境の状態をより直接的に表すことができる指標

を導入し、総合的な対策の効果を適切に表すことで、水環境保全の取組を一層推

進していくことが必要である。 

なお、水辺空間については、人と水とのふれあいが希薄になっており、内閣府

が実施した水に関する世論調査（平成 20 年６月調査）によれば、全体的に身近な

水辺の涵養に満足している人が少なく（40.7%）、特に大都市（東京 23 区及び政令

指定都市）で身近な水辺環境に満足している人は 32.6%と少ない。一方で、生活

環境項目の達成状況は、河川で生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）が９割以上、海

域でＣＯＤが８割程度となっており、このように水環境に関する国民の実感と比

べて乖離している。環境基準の指標や目標が、水環境の実態を表していない、あ

るいは国民の実感にあった分かりやすい指標となっていないといった指摘がある

（「今後の水環境保全の在り方について」平成 23 年３月今後の水環境保全に関す

る検討会）。 

 

２）基本的考え方 

１）の課題を踏まえ、今回、以下の視点に着目して、良好な水環境の実現に向

けた施策を効果的に推進していくため、新たな指標の検討を行う。 

 

①魚介類等の水生生物の生息や海藻草類等の水生植物の生育に対して直接的

な影響を判断できる指標 

公共用水域における水質改善の取組については、これまで、その効果を

判断する指標として環境基準が設定されているＣＯＤ、全窒素及び全燐を

主に用いてきており、水質の改善に一定の役割を果たしてきたところであ

る。 

しかし、ＣＯＤ、全窒素及び全燐の指標だけでは、その高低のみをもっ

て生物の生息環境が良好であるかを必ずしも十分に表しきれていないこと

から、水生生物の生息・生育の場の保全・再生の観点から、水環境の実態

をより適切に表す目標を検討する。 

 

②国民が直感的に理解しやすい指標 

水環境の保全を進めるに当たっては、一人一人が身近な水環境の魅力や

それが抱えている問題に気づき、主体的に活動することが重要であり、国

民の水への関心をより一層高めていくことが求められている。そのため、

水環境の実態を国民が直感的に理解しやすい目標を検討する。 

 

３）検討対象項目 

２）の基本的考え方を踏まえ、望ましい水環境の状態を表す指標として底層溶

存酸素量及び透明度に着目し目標値の導出の検討を行う。 
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①底層溶存酸素量 

魚介類を中心とした水生生物の生息が健全に保たれるためには、水質や底

質等の様々な環境要素が適切な状態に保たれていることが重要であり、この

うち、溶存酸素量は、生物にとって特に重要な要素の一つである。 

全国の海域の底層溶存酸素量の状況については、閉鎖性海域以外の海域で

は底層溶存酸素量が４mg/L 以下になる地点はほとんどみられない。一方、主

な閉鎖性海域においては、特に湾奥で夏季に底層溶存酸素量が２mg/L 以下に

なる地点がみられる。また、湖沼についても、底層溶存酸素量が２mg/L 以下

になる地点は少なくない。 

海域においては、底層溶存酸素量が一定レベル以下まで低下すると、それ

自体が水生生物の生息を困難にさせる上、生物にとって有害な硫化水素を発

生させて水生生物の大量斃死を引き起こすことがある1)。例えば、東京湾では、

夏季には広範囲に貧酸素水塊が発生し2)、海底の水産生物が死滅したり3),4)、生

息海域が狭められたりする 5),6)他、底層の貧酸素水塊の表層への上昇（青潮の

発生）によりアサリなどの干潟生物の大量斃死も起きている7)。このように底

層溶存酸素量の低下は、無生物域の形成や青潮などを引き起こし、海域の生

態系に影響を与える可能性がある。また、底層溶存酸素量の低下により、底質

から栄養塩が溶出するなど内部負荷が増加し、海域の富栄養化が促進される8)。

このような栄養塩の増加は、植物プランクトンの異常増殖（赤潮）発生のリ

スクを高める可能性がある。 

湖沼においても底層溶存酸素量の一定レベル以下までの低下は、それ自体

が水生生物の生息を困難にさせる上、底質から栄養塩を溶出させるなど内部

負荷増加を促進させる影響が大きいと考えられている9),10)。溶出した栄養塩が

表層水に供給されると、それを栄養源にして植物プランクトン（微細藻類（ア

オコ）を含む）が異常発生して浄水過程におけるろ過障害、水道水における

かび臭などの障害を生じさせるおそれがある。また、水道水の異臭味や着色

障害を起こす鉄及びマンガンは、溶存酸素の欠乏による酸化還元電位の低下

により溶出する可能性がある11)。 

以上を踏まえ、水生生物の生息の場の保全・再生、ひいては健全な水環境

保全の観点から、魚介類等の水生生物の生息に対する直接的な影響を判断で

きる指標として、海域及び湖沼を対象に底層溶存酸素量の水質目標設定の検

討を行う。 

 

②透明度 

海藻草類の生育によって形成される藻場や沈水植物等は、生態系の保全な

ど多様な役割をもつほか、富栄養化の原因となる栄養塩類を吸収するなどの

水質浄化機能、及び物質循環機能を有している12),13)。 
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海藻草類及び沈水植物等の水生植物の生育は、物理的要因（水中光量、付

着基盤、水温等）、化学的要因（栄養塩濃度）及び動力学的要因（流れ、波浪

等）など様々な要因14)の影響を受けるが、このうち、一定以上の光量を得るた

めに必要な透明度を確保することは、水生植物が生育する上で重要である。 

沿岸域の透明度の状況については、海域についてはほとんどの地点が２ｍ

以上であるのに対し、湖沼については１ｍ未満の地点が少なくない。 

透明度が低下し、光合成が妨げられれば、水生植物の群落の劣化につなが

る他、水質浄化機能の働きを損なうおそれがある。 

また、親水利用の観点からも、自然探勝や水浴など一定の透明度が求めら

れる場合、透明度が低下することにより、それらの利用に影響を与える場合

があり、良好な水辺地を損なうおそれがある。 

以上を踏まえ、海藻草類及び沈水植物等の水生植物の生育の場の保全・再

生、ひいては健全な水環境の保全の観点から、また、良好な親水利用空間を

確保・保全する観点から、藻場等の水生植物の生育に対して直接的な影響を

判断できる指標及び国民が直感的に理解しやすい指標として、海域及び湖沼

を対象に透明度の水質目標設定の検討を行う。ただし、各水域に応じて生物

生産性や生物多様性が確保された豊かな水域を目指すことが重要であり、そ

のためには、その水域に応じた適切な透明度を確保することが肝要である。 

なお、水生植物の保全の観点からは、沿岸に水生植物が生育することが多

いこと、また、親水利用の保全の観点からも、水浴や眺望など、沖合ではな

く沿岸水域を対象とするものであることから、指標としての名称は「沿岸透

明度」とすることが適当である。 
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３．底層溶存酸素量の目標設定の検討について 

（１）底層溶存酸素量の目標設定の基本的考え方 

水域の底層を生息域とする魚介類等の水生生物や、その餌生物が生存できるこ

とはもとより、それらの再生産が適切に行われることにより、底層を利用する魚

介類等の水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持

することが望ましい環境上の条件として、底層溶存酸素量の目標の設定を検討し

た。また、海水の水平方向の交換や鉛直方向の混合が生じにくい水域等の夏季に

極端に貧酸素化する場所では、貧酸素耐性を有する小型多毛類等も生息できず、

いわゆる無生物域となることがあり、底層溶存酸素量の目標の設定を検討にあた

っては、このような場を解消するための観点も考慮した。 

 

（２）底層溶存酸素量の目標値の導出方法 

１）活用する知見 

底層溶存酸素量の低下が魚介類等の水生生物に与える影響の多くは、急性影響

によるものと考えられるため、貧酸素に関する急性影響試験（以下、「貧酸素耐性

試験」という。）により評価される致死濃度に着目し、関連する文献等の知見を活

用する。致死濃度は、感受性の特に高い個体の生存までは考慮しないものとして、

24 時間の曝露時間における 95％の個体が生存可能な溶存酸素量（24hr-LC5：以下、

「貧酸素耐性評価値」という。）として整理した。 

貧酸素耐性評価値（24hr-LC5）の算出にあたっては、ロジスティック回帰等の

統計的手法や対数近似法を使って直接貧酸素耐性評価値が求められている場合は、

その値をそのまま貧酸素耐性評価値（24hr-LC5）とし、24 時間の曝露時間におけ

る 50％が致死する溶存酸素量（24hr-LC50）、１時間の曝露時間における 50％が致死

する溶存酸素量（1hr-LC50）の知見が得られた場合には、これらの間に一定の関係

が認められることから、換算式を用いて貧酸素耐性評価値を算出した。 

また、実際の溶存酸素量と生息分布の関係から、どの程度の溶存酸素量で生息

するかを示唆している現場観測の知見もある。このような知見は、ある底層溶存

酸素量においてある水生生物種が観測された旨のデータが存在することを示すも

のであり、貧酸素耐性評価値と必ずしも一致するわけではないが、実環境におけ

る水生生物の生息状況等の知見は重要であることから、これらの知見も収集した。 

対象とする水生生物は、我が国の公共用水域（海域または湖沼）に生息する魚

介類のうち、その生活史のいずれかの段階で水域の底層を利用する種とした。 

 

２）発育段階別の分類 

魚介類の個体群が維持されるためには、生息域が確保されるのみならず、再生

産も適切に行われる必要がある。魚介類は、稚魚、未成魚及び成魚の段階（以下、

「生息段階」という。）と比べて、浮遊生活をする仔魚や幼生等、あるいは底生生
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活をはじめたばかりという発育段階の初期は、環境の変化に対して受動的になら

ざるを得ない段階（以下、「再生産段階」という。）であり、貧酸素に対して影響

を受けやすいことに留意して、貧酸素耐性の評価を以下のとおり整理した。 

 

①生息段階 

魚類については、稚魚・未成魚・成魚の貧酸素耐性評価値を、甲殻類につ

いては、未成体・成体の貧酸素耐性評価値を、生息段階の評価値として扱う。 

 

②再生産段階 

魚類については、卵・仔魚の貧酸素耐性評価値を、甲殻類については、幼

生・稚エビ・稚ガニの貧酸素耐性評価値を、再生産段階の評価値として扱う。 

 

３）再生産段階の貧酸素耐性評価値の推定 

甲殻類については、現在得られている実験文献等による稚エビ・稚ガニの貧酸素

耐性評価値は、幼生等の発育段階初期から未成体・成体の段階のうち、最も高い

溶存酸素量を必要とすることから、これを再生産段階の貧酸素耐性評価値として

扱う。 

魚類については、卵や仔魚等の発育段階初期の貧酸素耐性評価値が貧酸素耐性試

験や現場観測等から得られていない。 

他方、U.S.EPA（2000）15)において、魚介類等の貧酸素耐性について知見が得られ

ている全魚類のうち、LC50 が求められているデータを、発育段階別に抽出した結

果（暴露時間が 24 時間以下のもの）を見ると、24hr-LC50から 24hr-LC5への算出

方法と同様の考え方により求めた LC5の差は 0.92 mg/L となっている。このこと

を踏まえ、再生産段階の貧酸素耐性評価値は、生息段階の貧酸素耐性評価値に

1mg/L を加えた値として推定した。 

なお、今後、再生産段階の貧酸素耐性評価値が得られる場合には、甲殻類と同様

に基本的にその値を用いることが適当である。 

 

（３）底層溶存酸素量の目標値の検討 

得られた貧酸素耐性評価値等を踏まえ、①水生生物の再生産の場を確保する観

点、②水生生物の生息の場を確保する観点、③無生物域を解消する観点の３つの

観点から目標値を設定することが適当である。 

 

１）目標値：4.0mg/L 以上 

・生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、生息できる場を保全・再生す

る水域 

・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、再生産できる場を保全・再

生する水域 
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この目標値を設定する範囲は、生息段階、又は再生産段階において貧酸素耐性

が低い水生生物が生息できる場を保全・再生する範囲とする。 

得られた貧酸素耐性評価値等を踏まえると、底層溶存酸素量が 4.0mg/L 以上あ

れば、ほとんどの水生生物種について、生息はもとより再生産ができる場を保全・

再生することができるものと考えられる。 

 

２）目標値：3.0mg/L 以上 

・生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場

を保全・再生する水域 

・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産でき

る場を保全・再生する水域 

 

この目標値を設定する範囲は、生息段階、又は再生産段階において貧酸素耐性

が低い水生生物を除き、水生生物が生息及び再生産できる場を保全・再生する範

囲とする。 

得られた貧酸素耐性評価値等を踏まえると、底層溶存酸素量が 4.0mg/L 以上必

要な水生生物を除き、水生生物が生息及び再生産できる場を保全・再生すること

ができるものと考えられる。 

 

３）目標値：2.0mg/L 以上 

・生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が、生息できる場を保全・再生す

る水域 

・再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が、再生産できる場を保全・再

生する水域 

・無生物域を解消する水域 

 

この目標値を設定する範囲は、生息段階、又は再生産段階において貧酸素耐性

が高い水生生物が生息及び再生産できる場を保全・再生する範囲、または、小型

多毛類等も生息できない無生物域を解消するため、最低限の底層溶存酸素量を確

保する範囲とする。 

得られた貧酸素耐性評価値等を踏まえると、貧酸素耐性が高い水生生物が生息

できる環境であり、また、小型多毛類等が生息でき、無生物域が解消される水域

として、底層溶存酸素量 2.0mg/L 以上を最低限度とすることが考えられる。 
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（４）底層溶存酸素量の目標の設定 

底層溶存酸素量の低下は、水生生物の生息そのものに影響するとともに、水環

境の汚染を通じ生活環境の保全に影響を及ぼすおそれがある。このため、水生生

物の保全等の観点から水質汚濁の改善に関する施策を総合的にかつ有効適切に講

ずる必要があると認められることから、海域及び湖沼を対象として、底層溶存酸

素量を環境基準として以下のとおり設定することが適当である。 

 

底層溶存酸素量の目標値 

類型 類型あてはめの目的 基準値 

生物 1 

・生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、生息でき

る場を保全・再生する水域 

・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、再生産

できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L 

以上 

生物 2 

・生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生

生物が生息できる場を保全・再生する水域 

・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水

生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L 

以上 

生物 3 

・生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が、生息でき

る場を保全・再生する水域 

・再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が、再生産

できる場を保全・再生する水域 

・無生物域を解消する水域 

2.0mg/L 

以上 

なお、底層溶存酸素量は、既存の環境基準項目であるＣＯＤ、全窒素、全燐等

と一定の関連性が見られるものの、目標設定の目的や設定方法が異なることから、

既存の環境基準の類型指定を参考にしつつも、基本的にはこれらとは別に類型指

定を検討することが適当と考えられる。 

 

（５）底層溶存酸素量の目標値の類型指定の方向性 

類型指定は、底層の貧酸素化の防止により、水生生物の保全・再生を図る必要

がある水域について行うが、現に底層の貧酸素化が著しく進行しているか、進行

するおそれがある閉鎖性海域及び湖沼を優先すべきである。 

類型指定の検討にあたっては、各地域の意見を踏まえた上で、以下の点に留意

して実施することが適当である。 

１）類型指定における範囲の設定について 

①水域の底層溶存酸素量の状況や、現状及び必要に応じて過去も含めた水生生

物の生息状況等を踏まえたうえで、保全・再生すべき水生生物対象種（以下、

「保全対象種」という。）の選定を行い、その保全対象種の生息の場を保全・
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再生する水域の範囲を設定することを基本とする。その際、水域の範囲は、

生息段階、再生産段階の２つの観点から設定し、水域毎の水生生物の生息状

況等に即した類型指定を行う。また、無生物域を解消する水域の設定につい

ては、底層が無酸素状態になっている、あるいは無酸素状態になるおそれが

あるところで、水生生物の生息の保全のために最低限の溶存酸素量を確保す

る必要がある範囲について類型指定を行う。 

②以下の範囲は必ずしも類型指定を行う必要はない。 

○水深の深い範囲や底質の環境が水生生物の生息に適さない範囲（自然的要因

によるもの）等、設定する保全対象種が生息・再生産の場として底層を利用

しない範囲 

○ダムの死水域に代表されるような、構造物等により底層が構造上貧酸素化し

やすくなっている範囲であって、その利水等の目的で、水生生物が生息でき

る場の保全・再生を図る必要がないと判断される範囲 

２）類型指定における目標値の設定について 

以下の点を考慮して各水域の特徴に応じた目標値を設定する。 

○新たに保全対象種とすべき種が確認された際には、今回示した貧酸素耐性評

価値の導出方法も参考とすること。 

○局地的に深い窪地や成層等の自然的要因が明らかに底層の貧酸素化の原因と

なる場合があること。 

 

なお、具体的な類型指定の手順については、図１のような流れを想定している

が、詳細については、実際の類型指定を行う際に検討する。 
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図１ 底層溶存酸素量の目標値に係る類型指定の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                保全対象範囲等の設定 

水域の特性の情報整理 

水生生物の生息状況

等の把握 

水生生物の保全対象

種の選定 

保全対象種（生息

段階）の保全対象

範囲の設定 

無生物域を解消

する範囲の設定 

貧酸素耐性評価値や現地調査等により貧酸素

耐性を設定し、該当する目標値を設定する。 

達成期間の設定 

設定除外範囲の
設定 

類型あてはめ 

各保全対象種の生息・再生産の保全範囲を重ね合わ

せ、重複する範囲は高い方の目標値を設定 

保全対象種（再生

産段階）の保全対

象範囲の設定 
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（６）底層溶存酸素量の監視及び評価方法 

 底層溶存酸素量の監視及び評価方法については、以下の点を基本とする。 

 

１）測定地点 

測定地点（環境基準点及び補助地点）は、保全対象種の生息、底層溶存酸素量

等の水域の状況等を勘案して、水生生物の保全・再生を図る範囲を適切に評価で

きる地点を設定する。なお、測定水深については、海底又は湖底から１ｍ以内の

底層とし、可能な限り海底又は湖底直上で測定することが望ましい。 

 

２）測定頻度 

既存の環境基準と同様に、年間を通じ、原則として月 1 日以上測定することと

し、底層溶存酸素量が低下する時期には測定回数を増やすことを考慮する。また、

底層溶存酸素量の適切な日間平均値を把握するため、可能であれば、複数回の測

定や、水生生物の生息の場を保全・再生するうえで重要な地点においては連続測

定を行うことが望ましい。 

 

３）評価方法 

底層溶存酸素量の目標値は、急性影響の視点（24 時間の低溶存酸素耐性試験に

もとづき、95％の個体の生存が可能な溶存酸素量（LC5））から設定しており、短

期間でも底層溶存酸素量が目標値を下回った場合には、当該個体群の生息及び再

生産に影響を与える可能性がある。このため、環境基準を達成しているかどうか

の評価は、日間平均値が底層溶存酸素量の目標値に適合していることをもって評

価する。 

なお、各水域での常時監視結果の評価については、保全対象種の利用水域は面

的な広がりを有すること、底層溶存酸素量は季節的な変化が大きいことなどを踏

まえ、時間的、空間的な観点からの評価方法を国において今後検討する必要があ

る。 

 

（７）対策の方向性 

底層溶存酸素量の目標値を設定すると、水環境の実態を底層溶存酸素量で監視

及び評価することが可能となる。その結果、底層溶存酸素量の改善に関し、対策

が必要と判断される水域については、関係者が連携し、藻場・干潟の造成、環境

配慮型港湾構造物の整備、深掘り跡の埋め戻し等の対策をはじめ様々な対策を組

み合わせていくことが重要である。良好な水環境を確保するためには、将来のあ

るべき姿を見据えつつ、従来の水質汚濁防止対策だけでなく中長期的な対策も視

野に入れた総合的な水環境保全施策を進めていくことが必要である。 
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４．沿岸透明度の目標設定の検討について 

（１）沿岸透明度の目標設定の基本的考え方 

１）水生植物の保全の観点 

海藻草類及び沈水植物等の水生植物が、その生活史を通して生長、生残して再

生産が行われることにより、水生植物の生育が維持できる場を保全・再生するこ

とを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、沿岸透明度の目標の

設定を検討した。 

 

２）親水利用の保全の観点 

保全対象とする親水利用の目的として、①自然探勝に利用される水域で、自然

環境保全上高い透明度が求められる場所における親水利用、②水浴、眺望などの

日常的な親水行為（以下、「日常的親水」という。）の対象になる場所における親

水利用、に分類した。海域及び湖沼における親水利用として勘案すべき水浴は、

水浴場における水浴に限らず、水辺空間とのふれあいの観点から日常生活の中で

行われる行為として広くとらえることが適当と考えられる。これらの日常的親水

利用の保全のため望ましい水質目標を検討した。 

 

（２）沿岸透明度の目標値の導出方法 

１）水生植物の保全の観点 

海域においては海藻草類を対象に、湖沼においては沈水植物を対象に、それぞ

れの生育に必要な水中光量を確保できる条件について求めた。 

  ①活用する海藻草類の知見 

水生植物が生育するにあたり、光合成に必要な光量を確保することができ

る透明度の条件は、水生植物の生育水深によって異なる。そのため、水生植

物の種ごとの必要最低光量を活用して、水生植物の分布下限水深と必要な透

明度の関係式を求めた。 

  ②活用する沈水植物の知見 

沈水植物は、必要光量の知見が得られなかったことから、沈水植物の分布

下限水深に関する知見とその場（近傍を含む）の透明度のデータを活用して、

水生植物の分布下限水深と必要な透明度の関係式を直接求めた。 

 

２）親水利用の保全の観点 

親水利用の保全の観点からは、自然環境保全及び日常的親水それぞれの利用目

的に対し、望ましい透明度を検討した。 

具体的には、既存の環境基準の設定の検討資料のうち透明度をもとに基準値を

設定した資料、親水利用に関連する既往の指標等、現状の透明度と親水利用等の

関係に係るデータを活用した。 
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（３）沿岸透明度の目標値の検討 

１）水生植物の保全の観点 

 ①海藻草類に係る沿岸透明度の目標値の検討 

水中での光量の減衰について Lambert-Beer の法則に従って16)、ある水深に

おける水中光量を算定した式および、Poole and Atkins（1929）17)に従って求

めた透明度と減衰係数の関係式より、透明度と水深の関係式を求めた。これ

に、海藻草類の必要最低光量をあてはめ、種ごとに年間平均透明度と分布下

限水深の関係を求めた。なお、アマモの生育に必要な最低光量から設定した

年間平均透明度と分布下限水深の関係式は、実際の藻場で観測された分布下

限水深と透明度の関係と比較しても概ね等しく、妥当な目標値であると考え

られる。 

種名 年間平均透明度と分布下限水深の関係 

アマモ 年間平均透明度 ＝ 0.95×分布下限水深 

アラメ 年間平均透明度 ＝ 0.83×分布下限水深 

カジメ 年間平均透明度 ＝ 0.64×分布下限水深 

 

②沈水植物に係る沿岸透明度の目標値の検討 

海藻草類の必要光量は、ほぼ単一種で構成される藻場で計測された光量を

用いているため、種ごとの必要光量として整理した。しかし、沈水植物につ

いては、深場の車軸藻類などの例を除くと、多くの場合で複数種が混生して

分布している。このため、沈水植物の生育を確保する透明度は、種ごとでは

なく沈水植物としてまとめて生育に必要な透明度を導出し、以下のとおり一

次回帰式から年平均透明度と分布下限水深の関係式を求めた。 

沈水植物の種類 年間平均透明度と分布下限水深の関係 

維管束植物 

車軸藻類 
年間平均透明度＝0.64×分布下限水深   

 

２）親水利用の保全の観点 

得られた知見を整理すると以下の通りである。 

①自然環境保全 

海域公園地区や湖沼AA類型に指定されている湖沼のように清澄な水質を確

保すべき水域の透明度は、海域については概ね１０ｍ程度、湖沼については、

６～７ｍ程度となっている。 

 

②日常的親水 

水浴については、水浴場水質判定基準を踏まえると、水浴場開設前又は開

設期間中における水浴場内の望ましい透明度は「全透（または１ｍ以上）」で
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ある。また、水浴場近傍海域の透明度は、平均的には６ｍ程度、最低で２ｍ

程度であると考えられる。 

眺望については、東京湾の赤潮判定の目安や琵琶湖の淡水赤潮発生時の透

明度のデータを勘案すると、少なくとも1.5m以上は必要であると考えられる。 

 全国の公共用水域の透明度とその地点または近傍における親水利用の関係

に係るデータによると、全体として、湖沼については透明度と親水利用行為

の間に目立った傾向は見られなかった。海域については、透明度と多くの親

水利用行為との間に目立った傾向は見られなかったが、ダイビング及び水中

展望については、現在、他の親水利用行為より高い透明度の水域において利

用がみられる（湖沼における利用は 11ｍ（１か所のみ）、海域における利用は

平均８～９ｍ程度）。なお、このデータはあくまで各測定地点又はその近傍に

おける現在の透明度と親水利用の状況を整理したものであり、各親水利用行

為における「望ましい」透明度を整理したものでないことに留意が必要であ

る。 

 

（４）沿岸透明度の目標の位置付け 

水生植物の保全の観点からの沿岸透明度については、一定の知見が得られたも

のの、目標値については、保全対象となる水生植物に対して、保全する範囲ごと

に、地域の意見等を踏まえて目標分布下限水深を検討し、目標値となる透明度を

計算式により導出することとなり、地域の実情に応じて相当幅広い範囲で目標値

が設定されることが想定される。この場合、従来の環境基準に設けられている「類

型」の考え方とは違う考え方となる。 

また、親水利用の保全の観点については参考となる知見が得られたものの、①

自然環境保全、②日常的親水のいずれも、同じ親水利用を行う場合であっても、

求められる透明度は水域によって異なることが考えられる。 

 

このため、沿岸透明度については、水環境の実態を国民が直感的に理解しやす

い指標であることを鑑み、指標として設定することは有効であると考えられるも

のの、その位置付けについては、上記を踏まえると、環境基準として位置づける

よりも、むしろ、地域の合意形成により、地域にとって望ましい目標値（水生植

物の目標分布下限水深に応じた透明度、親水利用の目的に応じた透明度）として

設定することが適当であると考えられる。 

それぞれの地域において、藻場等の水生植物の保全・再生する地点や親水利用

が行われる地点の水質の状態を把握しつつ地域住民が直感的に理解しやすい指標

として地域の実情に応じた目標値を設定し、その維持、達成を目指して適切な対

策が進められることが期待される。 
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（５）沿岸透明度の目標値 

 これまでの内容を踏まえると、水生植物の保全の観点からの沿岸透明度の目標

値および親水利用の保全の観点からの沿岸透明度の目標値は、それぞれ次のとお

りとすることが適当である。 

  

①水生植物の保全の観点からの沿岸透明度の目標値 

保全対象となる水生植物に対して、保全する範囲ごとに、地域の意見等を

踏まえて目標分布下限水深を検討し、保全対象種の生育に必要な透明度を以

下の計算式から導出することにより、目標値を設定する。 

 

（目標値の算出方法） 

1)  目標値（以下 X という）は、水生植物の生育の場を保全・再生する水域に

おける保全対象種の必要透明度（年間平均値）とする。 

2)  X は、保全対象種の必要光量に応じて、以下の式により計算し小数第２位

を切り上げた値とする。 

ただし、Z（ｍ）は、保全対象種の目標分布下限水深（水深の設定は年間平

均水位を基準）とする。 

＜保全対象種の必要光量ごとの計算式＞ 

（海域） 

  ①アマモを保全対象種として設定した場合 

目標分布下限水深 Z に対する透明度：X=0.95×Z 

②アラメを保全対象種として設定した場合 

目標分布下限水深 Z’に対する透明度：X=0.83×Z’ 
③カジメを保全対象種として設定した場合 

目標分布下限水深 Z’’に対する透明度：X=0.64×Z’’ 
（湖沼） 

保全対象種をクロモ、エビモ等（維管束植物）、シャジクモ、ヒメフ

ラスコモ等（車軸藻類）の沈水植物に設定した場合 

目標分布下限水深 Z’’’に対する透明度：X=0.64×Z’’’ 
 

②親水利用の保全の観点からの沿岸透明度の目標値 

親水利用については、以下のような親水利用行為の例やこれまでに得られ

た全国的な知見、当該水域の過去及び現在の透明度等を参考としつつ、水域

の利水状況や特性、地域住民等のニーズ等に応じて目標値を設定する。 
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（親水利用の例） 

・自然環境保全：自然再生活動、環境教育等が行われている。 

・眺望（景観）：景観としての利用がある。 

・ダイビング：ダイビング場が存在している。 

・水浴：水浴場が存在している。 

・親水（水遊び）：泳ぐことはしないが、水には触れるといった利用があ

る（親水公園等）。 

・散策：水には触れないが（触れる可能性はあるが、主たる目的ではな

い）、周辺を散策するなど、水面を眺めるといった利用がある（キャン

プ、サイクリングなども含まれる） 

・釣り：岸で釣りを行う、又は船を用いて釣りを行う。 

・船：ボート、ヨット、遊覧船等による湖面の利用がある（ボート貸し

出し、定期遊覧船の運行がある）。 

 

（６）沿岸透明度の各水域における目標設定の方向性 

沿岸透明度の目標値の当てはめについては、水生植物の生育の場を保全・再生

する水域又は親水利用のための水質を特に確保すべき水域を対象として、それぞ

れの水域ごとに特定し、以下の点に留意して目標値を設定することが適当である。 

１）現地調査等により、各水域の現状の透明度を把握する。既存の測定点におい

て過去から測定を行っている場合にはその測定結果も活用する。併せて測定地

点における水深を測定する。 

２）水生植物の保全・再生の観点からの沿岸透明度については、魚介類等水生生

物の生息・産卵場確保、水質浄化機能の確保等の観点から保全対象種を設定し、

その生育の場を保全・再生すべき範囲を設定する。その上で、その範囲ごとに

目標分布下限水深を設定し、各地域の関係者の意見等を踏まえて、透明度の目

標値を導出することを基本とする。目標分布下限水深については、水生植物の

生育の場の現状又は過去の水深や、自然再生に係る関連計画等の状況を踏まえ

て目標値を設定する。 

３）親水利用の保全の観点からの透明度については、親水利用行為ごとに、その

範囲を設定し、水域の利水状況、水深、水質などの特性、地域住民等のニーズ

等に応じて目標値を設定する。このため、各地域の関係者と議論の場を設定し、

関係者の意見等を踏まえて合意形成を図った上で、現状及び過去の当該水域の

状況も考慮しつつ、目標とする透明度を設定する。例えば、水域ごとの親水利

用の目的に照らし、現状の透明度の維持や過去の透明度に戻すことなども考え

られる。 

４）水生植物の保全の観点と親水利用の保全の観点について、両方が重なる範囲

においては、原則として、目標値の高い方を当該範囲の目標値として設定する

が、各地域の関係者の意見等を踏まえて、適切な透明度を設定する。 
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目標値の設定の検討の際は、場所によっては測定地点の水深、底泥の巻き上

げ等の自然的要因等により透明度が低くなることに留意する。 

 

なお、具体的な目標値の当てはめの手順については、図２のような流れを想定

している。目標値あてはめに係る手順については、国として整理を行った上で示

すことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 沿岸透明度の目標値当てはめの流れ 

湖沼 

水域の特性の情報整理 

水生植物の保全対象

種の選定 

保全対象種毎に保全対象範囲を設定し、

保全対象範囲毎に目標分布下限水深を

設定し、目標値を設定 

達成期間の設定 

水生植物の生育状況

等の把握 

親水利用の行為の把握 

親水利用の行為毎に、目標値を設定 

各保全対象種の保全

範囲を重ね合わせ、そ

の結果、同じ目標値の

ところはまとめる。 

水生植物の保全の観点、親水利用の保全の観点から設定した範囲が重複

する場合は、原則として、高い方の目標値を設定するが、各地域の関係

者の意見等を踏まえて適切な透明度を設定する。 

海域 
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（７）沿岸透明度の監視及び評価方法 

沿岸透明度の監視及び評価方法については、以下の点を基本とすることが適当

である。 

１）測定地点 

測定地点は、目標値を当てはめた範囲における水生植物の生育環境、透明度の

状況、水深等を勘案して、適切に評価できる地点（代表点もしくは複数点）を設

定する。 

 

２）測定頻度 

年間を通じ、原則として月 1 日以上測定する。 

 

３）評価方法 

水生植物の保全の観点からの沿岸透明度の目標値は、年間平均透明度と分布下

限水深の関係式から求めるものである。このため、目標を達成しているかどうか

の評価は、年間の検体値の年間平均値が沿岸透明度の目標値を下回らないことを

もって目標を達成しているものと評価すべきである。また、親水利用の観点から

は、親水利用の行為が期間限定で行われることも想定されるが、眺望など年間を

通した利用も考慮されうることから、水生植物の保全の観点からの評価と整合性

をとって、年間平均値で評価して差し支えないと考えられる。 

なお、当該水域で測定地点を複数点設定した場合は、水域の平均的な状態で評

価するため、原則として測定点の平均値により評価することが適当と考えられる。 

 

（８）対策の方向性 

沿岸透明度の目標値を設定することにより、水環境の実態を国民が直感的に理

解しやすい透明度で評価することが可能となる。地域の関係者が連携し、地域毎

の望ましい水環境像を検討して沿岸透明度の目標値を設定するとともに、目標値

の達成に向けて、水生植物の保全状況や親水利用のニーズを踏まえてどのような

水質保全対策等が効果的か等について議論して、総合的に対策を進めていくこと

が必要である。なお、対策による効果等を踏まえ、状況に合わせて適切な目標値

が設定されるよう、定期的な見直しを行うことが望ましい。 
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５．おわりに 
 本報告は、平成 25 年 8 月 30 日付けの環境大臣の諮問「水質汚濁に係る生活環

境の保全に関する環境基準の見直しについて」を受け、これまでの知見等をもと

に底層溶存酸素量及び沿岸透明度の目標値について考え方を整理したものである。 

 水生生物の生息への影響等を直接判断できる指標である底層溶存酸素量や、国

民が直観的に理解しやすい指標である沿岸透明度といった、水環境の状態を表す

新たな目標の設定により、国民の水環境に関する関心が高まるとともに、良好な

水環境の実現に向け、地域における水環境保全施策が促進されることを期待した

い。 
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